
様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―９ 調査研究 

関連する政策・施策 公文書管理制度の適正かつ円滑な運用 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立公文書館法第 11 条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度  ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

              
              

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 ⅰ）電子公文書の長期保存

等に係る技術について、継

続的に調査研究を行い、平

成 23 年度から開始する電

子公文書の受入れ、保存等

への活用を図ること。 

ⅰ）電子公文書の長期保存

等に関し、国際動向や技術

動向を踏まえて継続的に調

査研究を行い、その成果に

ついて、平成 23 年度から

開始する電子公文書の受入

れ、保存等に随時活用を図

る。 

＜主な定量的指標＞ 

・なし 

 

＜その他の指標＞ 

・調査研究の実施及び

公表状況 

 

＜評価の視点＞ 

調査研究を適切に実施

するとともに、その成

果について適切な活用

等が図られているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・電子記録管理に係る諸外国の

先駆的な取組について調査

を実施した。具体的には、平

成 22 年度イギリス、23 年度

ニュージーランド、24 年度

EUである。これらの調査結果

は、次期システムの要件定義

書作成に活用した。（第５章

Ｐ28～29に記述） 

＜評定と根拠＞ 
評定：B 
平成 25年度の評価における「公

文書管理法施行後の新しい環境の

中においても、それ（調査研究）

を維持・発展させるよう期待す

る。」との指摘を踏まえ、電子記

録の長期保存に関する調査結果を

電子公文書等システムの要件定義

書等に反映させた。具体的には、

電子記録管理システムのモデル要

件の最新版として策定された

Moreq2010 におけるデータの出力

機能や長期保存用光ディスクの活

用等である。 

特定歴史公文書等の保存及び修

復に関する調査研究では、調査結

果として、重度の破損資料が多く

確認されたため、平成 26年度計画

の重修復の目標値（270 冊→400

冊）を引き上げたが、所期の目標

を達成している。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 目標・計画に掲げた調査研究の適切な実施及びその成果の適切な活用

等が行われていることから、中期目標における所期の目標を達成してい

るとしてＢと評価するもの。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を適切に実

施し、成果の適切な活用等を図る。 
 
＜その他事項＞ 
 特になし。 

 ⅱ）歴史公文書等の保存及

び修復に関する調査研究を

実施すること。 

ⅱ）歴史公文書等の保存及

び修復に関して、保存環境

の在り方、資料の状態、利

用頻度等に応じた修復技術

等について調査研究を行

う。 

・平成 22年度から 23年までは

修復技術、大量脱酸処理、平

成 24 年度はデジタル化に際

し資料形態別の留意事項把

握、25年度は劣化資料等の状

態把握、26年度は脱酸性化処

理・リハウジング等の調査を

実施し、館ホームページにて

公表した。今後は、調査結果

に基づき、脱酸処理やリハウ

ジングについて、平成 27 年

度に策定する予定の「保存対
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策方針」にも規定し、中期的

な観点から取り組むことと

している。 

（第５章Ｐ29に記述） 

館の保存する特定歴史公文書等

の内容等についての調査研究につ

いては、『御書物方日記』「絵入

り本」等の調査研究を行い、その

翻字や解題を作成することで、レ

ファレンス能力の向上につなげて

いる。 

これらを踏まえれば、中期計画

における所期の目標を達成してい

ると認められることから、Ｂと評

価する。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き、歴史公文書等の保存及

び利用に関する調査研究に努め

る。 

 ⅲ）館が保存する歴史公文

書等の内容等について調査

研究を行い、館のレファレ

ンス能力の向上につなげる

とともに、成果を公表する

ことにより、国民の利用に

資すること。 

ⅲ）館の保存する歴史公文

書等の内容等について、計

画的な調査研究を行い、館

のレファレンス能力の向上

につなげるとともに、その

成果を積極的に公表し、利

用者の利便性向上に資す

る。 

・経済産業省、文部科学省、農

林水産省、国土交通省、内閣

法制局、総務省、人事院等の

各機関の文書管理規則や組

織機能の変遷、移管文書の出

所等の分析を実施した。 

・「アーカイブズ所蔵機関の記

述に関する国際標準」に基づ

き、国立公文書館等を事例と

した記述実験を実施した。 

・内閣文庫資料について、徳川

将軍家の蔵書を管理する書

物方の業務日誌である『御書

物方日記』、挿絵や図版の入

っている古書である「絵入り

本」等の翻字や解題を作成し

た。 

・上記調査研究成果を研究紀要

『北の丸』第 43 号から第 47

号までに掲載し、関係機関等

に配布した。（第５章Ｐ29 に

記述） 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―10 研修の実施その他人材の養成 

関連する政策・施策 公文書管理制度の適正かつ円滑な運用 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 公文書管理法第 32 条（研修） 
当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値（前中

期目標期間最終

年度値等） 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度  ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

研修受講者数合計 

（計画値） 

各年度目標

値を設定 － － 200 人 350 人 － 850人 

      

（実績値） － － － 628 人 1,094 人 1,134人 1,146人       
うちアーカイブズ研修 － － － 182 人 177 人 196人 114人       
うち公文書管理研修 － － － 446 人 917 人 938人 1,032人       

（達成度） － － － 314% 312% － 135％       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 ⅰ）国、地方公共団体等に

おける文書の保存利用機関

の職員に対する体系的な研

修を実施すること。 

ⅰ）国、地方公共団体等の

文書の保存利用機関の職員

に対する体系的な研修を実

施する。また、研修内容に

ついて平成 22 年度中に検

討を行い、平成 23 年度か

らその検討結果を反映す

る。 

＜主な定量的指標＞ 

・研修受講者数 

・講師派遣件数 

 

＜その他の指標＞ 

・専門職員（アーキビ

スト）養成の強化方

策の検討 

 

＜評価の視点＞ 

研修計画を適切に見直

しつつ、研修効果の高

い研修を実施し、目標

達成等できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・平成 22年度に従来の研修につ

いて見直しを行い、平成 23年

度から「公文書管理研修」「ア

ーカイブ研修」の新たな研修

体系・計画による研修を開始

した。 

・研修の年間延べ受講者数は、

平成 23 年度 628 名、平成 24

年度 1,094 名、平成 25 年度

1,134 名、平成 26 年度 1,146

名となり、平成 26年度におい

ては、目標とする 850 名を大

幅に上回り、達成度は 135％と

なった。 

（第５章Ｐ30～31に記述） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
平成 22 年度に従来の研修につ

いて見直しを行い、平成 23 年度か

ら「公文書管理研修」「アーカイブ

研修」の新たな研修体系・計画に

よる研修を開始した。 
平成 26 年度においては、研修受

講者の目標値である 850 人に対し

て、1,146 人の国の機関、地方公

共団体等の文書の保存・利用機関

の職員もしくは行政機関及び独立

行政法人等の職員が受講してお

り、達成度 135％となった。併せ

て、各研修会において実施したア

ンケートによると、全ての研修に

おいて、満足度が「満足」「ほぼ満

足」とした受講者が９割を超えて

いる。 
また、人材の養成については、

評定 ＢＡ 
＜評定に至った理由＞ 
 平成 23 年度から新たな研修体系・計画により研修を実施している。

毎年度の目標値及び実績値を踏まえて絶えず研修計画の見直しを行う

とともにことにより、目標値を大幅に上回る受講者数や全体受講者数

が増加しているとともに、の９割超という高い満足度を得ている。点

について評価できる。 
 また、専門職員（アーキビスト）養成の強化方策の検討について、「国

立公文書館専門職員（アーキビスト）養成等に関する検討取りまとめ」

を作成し、専門職員養成等に取り組んでいる点も評価できる。 
 以上を踏まえ、中期目標における所期の目標を達成し上回る成果が

得られていると認められることから、ＢＡと評価したもの。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、研修計画を絶えず精査するとともに、専門職員（アーキ

ビスト）養成の強化方策について検討し、その成果を研修カリキュラ

ムに反映させる。 
 
＜その他事項＞ 
 特になし。 

 ⅱ）公文書管理法施行後、

行政機関及び独立行政法人

等の職員に対し、公文書管

理の重要性に関する意識啓

ⅱ）公文書管理法施行後、

行政機関及び独立行政法人

等の職員に対し、公文書管

理の重要性に関する意識啓

・平成 22年度に従来の研修につ

いて見直しを行い、平成 23年

度からの新たな研修体系・計

画による研修を開始した。具
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発や、歴史公文書等の適切

な保存及び移管を確保する

ために必要な知識及び技能

を習得させ、及び向上させ

るために必要な研修を実施

すること。 

発や、歴史公文書等の適切

な保存及び移管を確保する

ために必要な知識及び技能

を習得させ、及び向上させ

るための体系的かつ計画的

な研修を実施する。このた

め、平成 22 年度中に具体

的な研修内容等について検

討する。 

体的には、現用文書管理を中

心とした「公文書管理研修」、

非現用文書管理を中心とした

「アーカイブ研修」の２つに

分けて実施することとした。

（第５章Ｐ30～31に記述） 

「国立公文書館専門職員（アーキ

ビスト）養成等に関する検討取り

まとめ」を作成した。具体的には、

専門職員として必要な水準での専

門的知識等の習得期と、知識等の

進化期の 2 種類にキャリアを大別

していること、外部研修での講師

派遣、各府省等での行政実務経験、

複数課室での勤務経験といった多

様な職務経験を必要とすること等

がまとめられ、質的な研修及び人

材の養成の高度化に向けた取組が

なされている。 
さらに、平成 25 年度の評価にお

ける「研修計画の全体を絶えず精

査する」との指摘を踏まえ、研修

計画の見直しを実施した。具体的

には、平成 26 年度に「公文書管理

研修Ⅰ」の実施回数を１回増やし

たが、依然として受講者派遣を希

望する機関が多いことから、平成

27 年度研修計画においては、実施

回数を４回から５回に増やすこと

とした。さらに、平成 27 年度事業

計画においては、「公文書管理研修

及びアーカイブズ研修の年間延べ

受講者は 1,000 名程度を目標とす

る」こととした。 
これらを踏まえれば中期計画に

おける所期の目標を上回る成果が

質量の両面で得られていると認め

られることからＡと評価する。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き、国、地方公共団体等に

おける文書の保存利用機関及び行

政機関及び独立行政法人等の職員

への研修に努める。 

 ⅲ）専門職員（アーキビス

ト）養成の強化方策を検討

し、その結果を業務に反映

させること。また、関係機

関と連携した専門職員養成

に取り組むこと。 

ⅲ）専門職員（アーキビス

ト）養成の強化方策を検討

し、その結果を適切に業務

に反映させる。また、関係

機関と連携した専門職員養

成等に取り組む。 

・平成 23年度から新たな研修体

系・計画による研修を実施し

た。 

・「公文書管理制度を支える人材

養成等のためのプロジェクト

チーム」を開催し、年度ごと

に研修プログラムの内容の見

直しを実施。平成 26年度に「国

立公文書館専門職員（アーキ

ビスト）養成等に関する検討

取りまとめ」を作成した。 

（第５章Ｐ30～31に記述） 

  ⅳ）国、地方公共団体その

他外部の機関において行わ

れる研修に対し、講師派遣

等の支援を行う。 

・国、地方公共団体その他関係

機関が開催する講演会等に対

して、館役職員を講師として、

平成 22年度 72件、23年度 61

件、24 年度 52 件、25 年度 36

件、26年度 32件、館役職員を

講師として派遣した。 

（第５章Ｐ25に記述） 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―11 アジア歴史資料センター 

関連する政策・施策 公文書管理制度の適正かつ円滑な運用 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
「アジア歴史資料整備事業の推進について」（平成 11 年 11 月 30 日閣議決

定） 
当該項目の重要度、難易度 

－ 
関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0116 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成 
目標 

基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度  ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

公開画像数       
（目標値） － － 2,246 万 2,439 万 2,600 万 2,800万 2,900万 

（実績値） － － 2,246 万 2,440 万 2,600 万 2,810万 2,913万       
公開データ遡及点検 － － － － 1,137 1,451 1,002       
ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ等実施件数       
（国内） － － 10 9 43 23 17 

（海外） － － 7 7 3 6 5       
アジ歴ニューズレター       
（配信回数） － － － 4 3 4 3 

（登録者数） － － － 526 661 1,023 1,445       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 ⅰ）アジア歴史資料センタ

ーの業務については、「ア

ジア歴史資料整備事業の

推進について」（平成 11年

11 月 30 日閣議決定）に基

づき、引き続き、我が国と

アジア近隣諸国等との間

の歴史に関し我が国が保

管する資料につき、国民一

般及び関係諸国民の利用

を容易にするとともに、こ

れら諸国との相互理解の

促進に資するものとして

いくこと。 

①アジア歴史資料データ

ベースの構築 

ⅰ）前期計画に引き続きデ

ータベース構築業務の効

率化を図り、受入れ資料の

１年以内の公開を実施す

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・公開目標画像数の達

成状況 

・既公開データの遡及

点検状況 

・デモンストレーショ

ン、ブース出展等の

実施状況 

・ニューズレターの配

信状況 

 

＜その他の指標＞ 

・インターネット特別

展の製作 

＜主要な業務実績＞ 

国立公文書館、外務省外交史料

館及び防衛省防衛研究所（以下

「三機関」という。）から提供

を受けた資料は、毎年度におい

て、受入れから１年以内の公開

を達成した。平成 26年度まで

に延べ約 2,913 万画像を公開

した。 

（第 6章Ｐ32～33に記述） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

公開画像数について、三機関から

提供を受けた資料は、毎年度におい

て、受入れから１年以内の公開を達

成した。平成 26 年度までに延べ約

2,913万画像を公開している。 

平成 25 年度の評価における「情

報提供の新たな方式を検討してい

くことを期待する」との指摘を踏ま

え、情報提供範囲拡大の一環とし

て、琉球大学附属図書館所蔵・公開

資料「宮良殿内文庫」等、合計 968

件の情報提供を開始した。 

評定 ＢＡ 

＜評定に至った理由＞ 

 公開画像数について、毎年度目標値を達成するとともに、情報提供範

囲の拡大の一環としての琉球大学附属図書館所蔵・公開資料の情報提供

の開始やニュースレターの発行、海外の機関との連携という初めての試

みである大英図書館との共同作成であるインターネット特別展のを実施

は、している。また、メールマガジン形式のニューズレターについて、

平成 24 年度の評価における「魅力の向上等により、研究者ではない一般

利用者にも使いやすくする余地は多い。」との指摘を踏まえ、広報効果を

高めるとともに、内容の充実に努め、登録者数を伸ばしている。これら

の取組は、国民一般及び関係諸国民の利用を容易にし、相互理解の促進

に資するとともに、利用者の拡充が図られている。 
 さらにまた、学校教育等をはじめ、国内の大学や研究機関との関係強

化や関係諸国との相互理解の促進に資するため、関係機関が主催する会

ⅱ）国内外の利用者のニー

ズをよりよく反映した情

報提供システムの改善を

図る。 

・公開データの遡及点検を、平

成 24年度 1,137 件、25年度

1,451 件、26 年度 1,002 件

実施した。 
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ⅱ）ⅰ）の考え方に基づき、

引き続きデータベース構

築作業等の業務の効率化

に努めつつ、国内外の利用

者のニーズをよりよく反

映した情報の提供、広報活

動・調査等を行い利用者の

拡充を図ること。 

②アジア歴史資料センタ

ーの利活用の推進 

ⅰ）多言語対応や検索手段

の充実等をはじめ、アジア

歴史資料センターのホー

ムページの改善を図る。 

・データベース構築の

在り方 

 

＜評価の視点＞ 

データベースの構築作

業が適切に行われてい

るか。国民一般及び関

係諸国民の利用を容易

にし、相互理解の促進

に資するとともに、利

用者の拡充が適切に図

られているか。 

 

・次期システム更新に向けた

画像データ等の確認・修正作

業の一部を前倒しして実施

した。 

・「辞書」機能及び「表記ゆれ

検索」機能の充実、図・写真

を含む資料や外国語資料を

絞り込んで検索できる機能

の実装など、検索精度の向上

を図った。 

（第 6章Ｐ33に記述） 

また、平成 23 年度に創刊したニ

ューズレターはこれまで 14 号発行

し、登録者数も順調に伸びている。 

インターネット特別展について

は、初めての取組として、大英図書

館との共同作成するとともに、同館

からの広報により、欧米諸国での認

知度向上、利用者層の拡大が図られ

た。 

さらに、平成 25 年度の評価にお

ける「国内外の中等教育への貢献及

び高等教育・研究機関との連携等の

一層の推進を期待する。」との指摘

を踏まえ、関係機関の協力を得て、

デモンストレーション等を国内外

において多数実施している。 

加えて、目録データ等の誤りの修

正を行ったほか、画像データ等の確

認・修正を前倒して実施するととも

に、データベースに登録する用語の

抽出等、閣議決定によりアジ歴に与

えられた任務（国の機関が保管する

アジア歴史資料について国民一般

及び関係諸国民の利用を容易にす

る）を着実に遂行している。 

 このほか、データベース構築のあ

り方について、アジ歴諮問委員会の

助言も得つつ、三機関との間で協議

を行った。その結果、アジア歴史資

料データベース構築の重要性は今

後も変わらないことを再確認する

とともに、現行のデータベース構築

計画完了後も各機関が資料提供を

継続することが合意された。 

これらを踏まえれば、年度計画に

おける所期の目標を上回る成果が

得られていると認められることか

ら、Ａと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、データベースの拡充及び

国内外の利用者のニーズをよりよ

議、展示会等の機会を活用したデモンストレーション等を国内外におい

て実施している。 

このように、利用者の拡充や関係機関との連携を進めるとともに、国

内外の研究者等との意見交換等を通じ、ニーズの把握に努め関係機関と

の協議を進め、提供範囲の拡大を図るなどつつ、国内外のニーズを反映

して情報の提供等を積極的に推進することで、アジア歴史資料センター

は、歴史研究者にとって不可欠な機関として世界的に高い評価を得てい

る。 

 以上を踏まえつつも、所期の目標を上回る成果が得られているとまで

は言えないことから、認められることから、ＡＢと評価したもの。 

 

＜今後の課題＞ 

 引き続き、国内外の多様な利用者のニーズをよりよく反映した情報の

提供、広報活動・調査等を行い、利用者層の拡大等を図る。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

ⅲ）前期計画に引き続き、

計画的かつ効果的な広報

活動を実施する。 

平成 23年度からメールマガジ

ン形式によるニューズレター

を創刊し、これまでに 14号を

発刊した。第 12号（平成 25年

12月）から、内容・デザインを

刷新した。登録者数は、23 年

度 526 名、24 年度 661 名、25

年度 1,023 名、26 年度 1,445

名と順調に伸びている。 

ⅳ）利用者の拡充を図るた

め、インターネット上の特

別展を実施する。 

インターネット特別展日本語

版を３つ、英語版を２つを作成

した。 

このうち、「描かれた日清戦争

～錦絵・年画と公文書～」は、

大英図書館と共同で作成した

もので、海外の機関との連携と

いう初めての取組であり、欧米

諸国への広報も実施した。 

（第６章Ｐ33に記述） 

ⅴ）学校教育等をはじめ、

国内の大学や研究機関と

の関係強化を図るため、セ

ミナー、デモンストレーシ

ョン等を効果的に行う。 

文書館、図書館、博物館、学校、

研究機関、学協会等が主催する

会議、展示会等の機会を活用し

て、国内におけるデモンストレ

ーション等を平成 22 年度 10

件、23 年度 9 件、24 年度 43

件、25 年度 23 件、26 年度 17

件実施した。（第 6章Ｐ34に記

述） 

ⅵ）関係諸国民の利用を容

易にし、併せてアジア近隣

諸国等との相互理解の促

国際公文書館会議や海外の日

本研究者の会合等に参加し、海

外におけるデモンストレーシ
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進に資するため、国外の大

学・研究機関との交流を行

う。 

ョン等を平成 22年度 7件、23

年度 7件、24年度 3件、25年

度 6件、26年度 5件実施した。

（第 6章Ｐ34に記述） 

く反映した情報の提供、広報活動・

調査等を行い利用者の拡充を図る。 

ⅲ）アジア歴史資料センタ

ー提供資料の充実を図る

ため、資料の提供を受けて

いる館、外務省外交史料館

及び防衛省防衛研究所図

書館のほか、その他の機関

が所蔵するアジア歴史資

料についても、その内容、

所在の把握に努めること。 

ⅱ）アジア歴史資料センタ

ー提供資料の充実を図る

ため、国内の機関が保管す

るアジア歴史資料につい

て、その内容、所在の把握

に引き続き努める。 

平成 20年度までに実施した

「国内資料所蔵調査」の拡充を

実施した。 

また、情報提供資料の拡大を

図るための取組として、新しく

リンクによる情報提供方式を

導入することとし、平成 25年

から琉球大学附属図書館所蔵・

公開資料「宮良殿内文庫」等、

合計 968 件の情報提供を開始

した。（第 6章Ｐ33に記述） 

ⅳ）現行のデータベース構

築計画期間以降のデータ

ベース構築の在り方につ

いて、平成 23 年度までに

検討し、結論を得ること。 

③データベース構築の在

り方についての検討 

平成 23 年度までに、これ

までのデータベース構築

の実績や今後に向けた課

題を洗い出した上で、平成

24 年度以降のデータベー

ス構築の在り方について

検討し、結論を得る。 

アジア歴史資料センター諮問

委員会の提言を踏まえ、三機関

と協議を行い、①アジア歴史資

料データベース構築の重要性

は今後も変わらないこと、②三

機関は、今後も継続的にアジア

歴史資料センターの事業遂行

のために必要な協力を行うこ

と、③平成 24年度以降のデー

タ提供数及び提供時期等につ

いては、各機関の予算確保等の

状況を踏まえつつ、年度ごとに

定めることとされた。 

（第 6章Ｐ33に記述） 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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